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１．開    会 

 

【事務局】 時間よりちょっと早いんですけれども、全員お集まりでございますので、始

めさせていただきたいと思います。 

 本日の資料の確認でございますが、お手元に議事次第、配席図、委員名簿のほか、お手

元の配付資料一覧のとおり資料をお配りさせていただいております。 

 

２．道路局長挨拶 

 

【事務局】 それでは、第１回目でもございますので、初めに佐藤道路局長から御挨拶申

し上げます。 

【佐藤道路局長】 おはようございます。道路局長の佐藤でございます。 

 きょうは、第１回の道路事業評価手法の検討委員会ということで、先生方、大変お忙し

い中、お集まりいただきましてまことにありがとうございます。 

 道路事業の評価、こういう観点から一言だけ申し上げますと、あらゆる公共事業、社会

資本整備の中で多分一番こうした事業評価なり、政策評価なりといった形でやってこられ

たのが道路に関係する事業評価だというふうに私自身は理解しております。もともとフラ

ンスから始まったのかどこから始まったのかでございますけれども、200 年近い歴史があ

る。そういう中で、しかしながら、本当にみんなでこういう形でこう取り扱っていこうで

はないかというふうに共通認識を持つということがまたなかなか難しいということも事実

でございます。客観的、定量的にどこまで評価し得るのか、それをどう総合的に把握し得

るのかという点につきまして、多分そういう意味では一番難しいといいますか、課題なの

ではないかということだと思っております。 

 政府としては、実は橋本内閣以来そういう意味での事業評価、効果把握というものを本

格的にやろうということになったわけでございますが、実はその前段としてその出発点が

道路の効果把握というような形で中村先生に委員長になっていただいて、道路でいろいろ

試行してみた。こういうことが実はその出発点であったというふうにも理解しております。 

 そういう意味で、さらに本当に使い得るもの、国民の皆様に説明し得るものという形で

私ども自身が本当に使わせていただき得るようにということで今回の評価手法検討委員会

の御審議を私どもとしては大変重要に考えているといいますか、そういう意味で決定版と

は言いませんけれども、本当の意味でみんなで使って、世の中に御説明し得るというもの

にぜひいろいろお教いただきたい。こういうことでございますので、よろしくお願い申し

上げたいと思います。ありがとうございます。 

【事務局】 それでは、恐れ入ります。報道関係の方はここで退席をお願いいたします。 

 

３．委 員 紹 介 

 

【事務局】 それでは、次に委員の皆様の御紹介をさせていただきたいと思います。議事

次第の次に委員名簿がございますので、委員名簿に従いまして御紹介させていただきます。 

 委員長をお願いしております東京大学教授の森地委員長でございます。 

 それから、顧問の中村先生、委員の小林先生はきょうは所用のため欠席でございます。 

 続きまして、東京女子大学の竹内教授でございます。 

 それから、東北大助教授の林山先生でございます。 

 それから、一橋大学の山内教授でございます。 
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４．委員長挨拶 

 

【事務局】 それでは、委員長に御挨拶いただきまして、以後の議事進行を委員長にお願

い申し上げたいと思います。 

【委員長】 おはようございます。委員長を仰せつかっております森地でございます。 

 この問題、研究として大変重要なテーマで、経済学でも、それから土木の分野でも長年

いろんな議論があったところでございます。ふだんなら大変重要な勉強ですとたんたんと

やるところなんですが、今こういう状況でもありますので、そういうことも一層みんな真

剣に議論しければいけないかなと。佐藤局長のおっしゃるとおりかなと思っております。 

 ぜひ実務に使えるような方法を考え出したいと思っております。よろしくお願いいたし

ます。 

 

       ５．議   事 

        （１）位置づけ、審議事項、スケジュール、運営方針等 

 

【委員長】 それでは、議事次第に従って進めてまいりたいと思います。 

 本日３つの議題がございます。まず初めに、本委員会の位置づけ及び審議事項について

事務局より御報告いただきます。よろしくお願いいたします。 

【事務局】 それでは、議事次第、名簿の次に、資料－１、「道路事業評価手法検討委員

の位置づけ」、それから参考資料１－１といたしまして、国土交通省の評価の実施要領が

ございます。 

 先に参考資料１－１の４ページをお開きいただければと思いますが、第５ということで、

「評価の手法」というのがございます。ここにアンダーラインを引いてある部分でござい

ますが、所管部局等は、事業種別ごとに評価手法を策定するということと、「事業種別ご

との評価手法の策定・改善に当たっては、学識経験者等から構成される委員会（以下「評

価手法研究委員会」という。）を設置し、意見を聴くものとする。」というふうに定められ

ているところでございます。策定とか改善をした場合には、その策定した評価手法を公表

するものとするというふうに定められておりまして、資料１に戻っていただきますと、国

土交通省全体としては、公共事業評価システム研究会が発足いたしまして、既にいろいろ

活動しているわけでございますが、道路事業に関係するものということで、今回新たに省

全体の研究会の下といいますか、道路事業版ということで検討委員会を設立させていただ

くものでございます。 

 位置づけは以上でございます。 

 続きまして、資料－２でございます。今回お願いしたい審議事項は大きく４つ考えてお

ります。 

 まず１番目が費用便益分析マニュアル（案）の改定でございます。これは平成 10 年６

月に出したものでございまして、もう年数もたっているということで、最新のデータに基

づくマニュアル（案）に改定をしたいということでございます。 

 それから、２番目が客観的評価指標の改定でございまして、行政評価法が制定されたと

か、今回道路整備五箇年計画の改定に当たりまして社会資本整備重点化計画ということで、

アウトカム指標を重視する考え方が出ていますので、それらを盛り込んだような形で客観

的評価指標の改定を行いたいということでございます。 

 この１番、２番、いずれも平成 15 年度の新規の事業採択から適用させていただきたい

ということで、大変お忙しいところではございますが、もう２月、３月ぐらいまでにこれ
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を固めていきたいということでございます。 

 それから、３つ目が総合評価の試行方針の策定ということでございます。客観的評価指

標をさらに点数化といいますか、総合点数何点とか、例えばそういうことで総合評価を試

行してみたいということでございまして、特にその中でケーススタディとして高速道路を

対象にしてみたいと考えておりまして、これは道路公団の民営化で中村先生が評価基準の

考え方を示されておりますが、それを少し具体化していくような、そういったこともあわ

せて考えてみたいと思っております。これもできましたら３月ぐらいまでにある程度方針

を策定させていただきたいと思っております。 

 それから、４番。なかなか従来の評価手法で困難な事業の評価でありますとか、さらな

る費用便益分析手法の改善とか、まだ課題が多いわけでございますが、これについては４

月以降必要に応じて取り組んでいくというようなことを考えております。 

 審議事項については以上でございます。 

【委員長】 どうもありがとうございます。 

 それでは、まず委員会の運営及び議論の進め方について諮りたいと思います。 

 まず事務局から追加的に御説明があればよろしくお願いいたします。 

【事務局】 資料－３は、今申し上げたことを１回、２回、３回ということでスケジュー

ル的にまとめたものですので、説明は省させていただきます。 

 資料－４で委員会の運営について設置要綱（案）をつくらせいただいております。御議

論いただきたいのは、この委員会の第７条、公開、非公開の扱いでございます。本日は委

員会の設定が急だったこともありまして、事前に委員の先生方の御意見を十分お伺いする

ことができませんでしたので、議事録公開ということで、報道陣の方には頭撮りだけで出

ていただきましたが、次回以降どういうふうにさせていただくかということで、委員の皆

様に御意見をお聞きした上でではございますが、事務局といたしましては公開でもいいの

かなということで考えております。７条の２にありますように、議事録ももちろん公開い

たします。それから、３番で、会議資料も公開でございますが、資料の提出者の同意が得

られない場合はその旨を明示した上で非公開というようなことでいかがかなということで

御提案させていただきます。 

【委員長】 どうもありがとうございます。 

 それでは、御意見を伺いたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 よろしいですか。 

 それでは、委員の先生方、御異存ないようでございます。行政の方はよろしいですね。 

 それでは、次に進みたいと思います。 

 

（２）費用便益分析に用いる原単位の改定について 

 

【委員長】 以後の事項に関しましては、それぞれ 15 分程度の資料の説明と 15 分程度の

意見交換、こういう格好で進めていきたいと思います。 

 まず、費用便益分析マニュアルにおける原単位の改定について事務局より御説明をお願

いいたします。 

【事務局】 それでは、資料５ということで、Ａ４の横長、パワーポイント風にまとめた

資料で御説明をさせていただきたいと思います。あわせて、参考資料５－１、クリップど

めになっているのをちょっと外していただきまして、この２つを用いて説明させていただ

きます。 

 そのほか、それに関連する資料といたしましてちょっと細かい資料でございますが、参

考資料５－２でありますとか、５－３、５－４。それから、かなり分厚い資料ですが、参
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考資料５－６といたしまして、「時間価値原単位および走行経費原単位の算出方法」とい

う、かなり理論的な根拠も含めて詳細に内容を記述したものがございますが、これは必要

な都度使わせていただきたいと思います。 

 それでは、早速でございますが、資料５でございます。 

 まず表紙をはぐっていただきまして、目次がございます。中身は走行時間の原単位と走

行経費の原単位、それから交通事故の原単位についての資料でございます。 

 目次をはぐっていただきまして、右下にページ数が打ってございますが、２ページでご

ざいます。もう先生方も御存じのとおりでございますが、道路利用者の便益。いろんな便

益がございますが、現在計測しているのは、旅行時間の短縮と走行経費の減少、それから

交通事故による損害額の減少、この３つでございます。 

 次に３ページでございますが、これらにつきまして、便益ということで、いわゆる

with－without の差でもって便益を計測しているということでございまして、３ページの

一番下の方でございますが、走行時間の価値、走行経費、こういったものは原単位にそれ

ぞれ走行時間なり交通量、走行距離なり交通量を掛け合わせたものとしてトータルの費用、

経費が出てくるわけでございます。 

 ４ページでございますが、まず時間価値の原単位の考え方でございます。一応原単位に

つきましては、自動車１台の走行時間が１分短縮された場合の価値を貨幣価値であらわす

ということでございます。時間価値の原単位につきましては３つから成っておりまして、

人の機会費用、車両の機会費用、貨物の機会費用、車種ごとにこの３つの組み合わせでも

って原単位を構成するという考え方でございます。 

 次のページでございますが、時間価値の計測手法ということで、一般的には２つの方法

がございまして、資源価値に基づく計測手法、いわゆる所得とかそういったものをもとに

いたしまして、資源価値ということで機会費用を計測する手法と、もう１つ行動価値とい

うことで、実際の例えば有料道路の選択行動などから時間価値を計測するという方法もご

ざいます。ここでは①の資源価値に基づく計測手法、これはいろんな原単位計測の容易さ

とか、統計データがそろっているとか、いろんな理由があるわけでございますが、資源価

値に基づく計測手法を採用しているところでございます。 

 ちなみに、行動価値に基づく計測手法のデータも今探しているところでございまして、

そっちの面からのチェックもしてみたいとは思っております。次回にその辺の検証結果を

整理してお示しできればというふうに思っております。 

 ６ページでございますが、実際の具体的な算定の方法でございます。左側に先ほどのい

ろんな機会費用を考えるに当たって必要な車種の分類、自家用と営業用とかで異なります

ので、車種ごとに計測をいたしております。従来、現在の基準ではこの緑の車種しか考慮

しておりませんでしたが、今回は黄色の車種を加えましてやっておりまして、そういった

意味ではおおむねほとんどの車種をカバーできたのではないかなと思っております。実際

にはこういう車種ごとに原単位を出しておりますが、実際に使うときには一番右側の４つ

の車種、乗用車、バス、小型貨物、普通貨物という形に集約して便利なように原単位を出

しているということで、これは走行台キロ比の加重平均ということにいたしております。 

 それから、７ページでございますが、先ほどのように人の機会費用ということで、営業

用と自家用で考え方を少し変えております。営業用自動車の場合にはドライバーだけでは

なくて、ドライバーに付随する現業部門の全体の人件費が短縮されるというような考え方

で出しております。それから、自家用自動車の場合には平均賃金などを用いて出している

ということでございます。 

 それから、車両につきましては、前回というか、現在はリース料金をもとにしておりま

したが、今回はすべてレンタカーの料金をもとにして算出している。 
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 それから、貨物の機会費用でございますが、貨物車１台当たりの平均的な貨物の価値を

出しまて、その貨物の価値に１分当たりの利子率を乗じて算出をさせていただいておりま

す。 

 ごく簡単に言うとこういう考え方でございまして、参考資料の５－１をちょっと見てい

ただければと思いますが、先ほどの車種ごとに一覧表でまとめますと、こういう形になる

わけでございます。上の方に人の機会費用、それから車両の機会費用、貨物の機会費用と

いうのがございます。それから、左の方に乗用車、バス、貨物車という車種ごとになって

おりまして、それぞれトリップの目的も業務目的の場合と非業務目的の場合で単価の算出

の仕方を変えております。 

 人の機会費用のところをちょっと見ていただきますと、おおむね３種類のものの考え方

で計算をしておりまして、まず営業用の自動車、営業用のタクシーとか、営業用のバス、

それから営業用の貨物車、全部一緒でございますが、ドライバーについては、先ほど言い

ましたように、ドライバーだけではなくて、現業部門全体に発生する人件費が節約される

という考え方で算出をいたしております。 

 それから、自家用車の場合でございますが、自家用車の場合であっても、例えば一番上

でございますが、業務と非業務で考え方を分けております。 

 例えば業務の場合には、ドライバーの方の平均的な賃金にプラスすることのフリンジベ

ネフィットと書いておりますが、これは業務目的でございますので、個人の賃金だけでは

なくて、会社が負担する労働費用、例えば福利厚生費でありますとか、退職金の積み立て

とか、そういったものをフリンジベネフィットと言っておりまして、それを加味した労働

費用になっております。これは同乗者の場合も同様でございまして、同乗者も業務目的の

場合にはこのフリンジベネフィットを考慮した単価、非業務目的の場合には賃金だけとい

う考え方でございます。 

 それから、非業務目的の場合でも、ドライバーの方は単純に賃金でございますが、同乗

者の場合には、まだ働いていない 14 歳以下、一応 14 歳以下とさせていただいていますが、

14 歳以下の方は時間価値はゼロということで、同乗者の場合の非業務についてはその分

を補正いたしまして、単価を下げているということでございます。 

 おおむね営業用と自家用の業務、非業務で３種類の考え方で単価を算出いたしておりま

す。 

 それから、それぞれ平均乗車人員がございますが、これは最新のセンサスデータを用い

ております。それとここで網かけしてある部分については、今回新しく新規追加する項目

でございます。 

 車両の機会費用については、乗用車は、従来車両の機会費用を考えておりませんでした

が、今回はすべて車両の機会費用については考慮するということで、レンタカー料金から

設定しております。 

 貨物の機会費用は貨物車だけでございますので、右下の方の価値額に利子率を掛けると

いうことでございます。 

 それから、レンタカー料金については、全国で 2000 社ぐらいレンタカー会社があるそ

うでございますが、一応大手 10 社の価格を調べてその平均をとっているということでご

ざいます。 

 時間価値については以上でございまして、先ほどの資料５の、ちょっと飛びますが、12

ページをお開きいただければと思います。12 ページでございますが、そのようなことで

計算いたしました最初の取りまとめでございます。真ん中に表がございますが、現行のも

のは平成 11 年価格でございまして、改定が平成 15 年価格でございます。乗用車、バスは

ちょっと上がっております。それから、貨物車は下がっているということでございます。 
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 下に変動要因がございますが、乗用車については従来車両の機会費用を考えていなかっ

たのを今回考えるようにしたということでの影響でプラスになっております。全体として

は賃金のデフレの影響で下がる傾向でございます。 

 それから、小型貨物、普通貨物は特に今まで営業用の貨物車しか考えていなかったんで

すが、自家用の貨物を取り込んだ結果、大幅に値が下がるということでございます。 

 トータルどのくらいの影響になるかということで、一番上のところに、これは全車種走

行台キロ比で加重平均した場合でございますが、平成 11 年 76.01 円に対しまして、平成

15 年 70.94 円ということで、マイナス 6.7％。デフレの影響が大きいと思います。 

 参考にその下にいろんなデータが書いてございますが、ちょっと期間はずれております

が、同じ４年間のデータでございますが、労働賃金は全産業でマイナス 5.5％、運輸・通

信業でマイナス 6.9％ということでございますので、やはり賃金の下落の影響が一番きい

ているのかなということでございます。 

 以上が時間価値の原単位でございます。 

 ８ページに戻っていただきまして、次に走行経費の原単位でございます。自動車が１台

１キロ走行するのに必要な走行経費ということで、従来と同じように５つの項目を算定し

ています。燃料費から車両償却費まででございます。 

 ９ページでございますが、燃料費と油脂費、同じ考え方でやっておりまして、燃料費に

ついては速度の関数、右にグラフがございますが、速度の関数で燃料の原単位を出してお

ります。油脂費については、燃料消費量に比例すると仮定をして、油脂費を出しておりま

す。といったことで燃料費と油脂費を算出いたしております。 

 それから、10 ページでございます。残りのタイヤ・チューブ費、それから整備費、車

両償却費の原単位でございます。下に簡単なフローがございますが、その３つとも平均的

なというか、標準的な路面状況の場合の原単位をまず算出しておきまして、それを路面状

況等により補正をしております。タイヤ・チューブの寿命係数による補正とございますが、

例えばタイヤとかチューブの減りぐあいというのは路面の状況にもよりますし、カーブ頻

度、例えば山道なんかを走行している場合にはかなり寿命が短くなる。それから、しょっ

ちゅうブレーキを踏んでいると短くなるということで、例えば市街地で交差点密度が高い

ところは寿命が短くなるとか、そういったものをいろんなデータからとりまして、寿命係

数というのをつくっておりまして、それでいろんな道路条件別の補正をいたしまして、最

終的に原単位を設けております。 

 なお、整備費とか車両償却費について詳細なデータがございませんので、タイヤ・チュ

ーブの寿命係数を準用させていただきまして、整備費、車両償却費の補正も行っていると

いうものでございます。 

 それを一覧表にまとめたのが参考資料５－１の２枚目でございまして、先ほどの５つの

項目ごとに算出式が書いてございますが、このような算出式で、備考欄にございますよう

に、燃料費と油脂費については走行速度の関数として求まります。それから、タイヤ・チ

ューブ費、整備費、車両償却費につきましては、道路種別ごと、沿道状況別に算出がされ

るということでございます。 

 結果でございますが、資料５の 13 ページでございますが、走行経費原単位のまとめが

13 ページに載っております。一応がここは走行速度が 30 キロで、市街地の道路の場合の

数字だけ代表で書かせていただいていますが、乗用車はちょっと下がったり、貨物車はち

ょっと上がったりということで、これは式が変わったり、データが変わったりで、若干変

動が見られるというところでございます。 

 以上が走行経費でございます。 

 それから、続きまして、14 ページ以降でございますが、交通事故の減少便益でござい
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ます。14 ページに交通事故による社会的損失の内訳として計測の対象にしておりますの

が３つございます。人的損失額ということで、死亡したり、障害を受けたりした逸失利益

でございます。物的損失額は、まさしく物損の金額。それから、３つ目として渋滞損失額

ということで、事故に伴う渋滞による損失時間及び走行経費の増大でございます。 

 次のページ、15 ページでございますが、事故の発生につきましては、道路の種別とか

沿道の状況によって変わりますので、一番下にございますが、人身事故の件数に人身事故

１件当たりの平均損失額を掛けるということにしております。真ん中にただし書きがござ

いますが、道路の種別、高速道路か一般道路かとか、沿道状況別、それから車線数、４車

線の場合はさらに中央分離帯があるかないかで事故率がかなり違いますので、こういった

区分ごとに事故件数を算出する式、それから平均の損失額を算出しております。 

 その概念を 16 ページにまとめております。特に事故については単路部と交差点部でま

た事故の発生の割合が違いますので、こういう沿道状況別、道路種別ごとに、単路部、交

差点ごとにα、β、これはある意味では事故率でございます。事故率を求めるということ

でございます。 

 それから、損失額については 17 ページでございますが、このような考え方で損失額を

出すということでございます。 

 ちょっと細かくなりますが、18 ページでございますが、事故のデータ。前の事故率の

事故の発生件数を算出する式が平成６年のセンサスなり、平成６年、７年の交通事故統合

データに基づき出しておりましたので、今回はこれを 11 年センサス及び 10 年、11 年の

交通事故統合データから求めたものでございます。単路部、交差点ごとに式の係数が違っ

ております。一番右側に増減率が書いてございますが、おおむねマイナス。事故が少なく

なっているところも多くなっているところもありますが、マイナスが若干目立っているよ

うな状況でございます。これが事故の発生の割合でございます。 

 次に 19 ページが統計データ、こんなデータを使っておりますということで、先ほどと

もちょっとダブりますが、特に事故の損失額については内閣府が出している最新のデータ

を使っているということでございまして、そのデータが 20 ページにございます。 

 20 ページの上の方は事故の程度別、死亡事故、重度、軽度別の事故の発生割合でござ

いまして、最近死者数が非常に減っているということもありまして、増減率を見ていただ

きますと、死亡のところが１割から３割ぐらいマイナスになっています。重傷者の方もか

なりマイナス、軽傷者の方は逆に少しふえているという状況でございます。 

 左下にそれぞれの損失額、先ほどの内閣府のデータから持ってきたものでございます。

例えば死亡の場合は 3600 万円、重傷の場合は 1266 万円とかいうことでございまして、若

干増加をいたしております。 

 この発生件数と、発生の割合と、項目別の損失額を掛け合わせると人身事故１件当たり

の損失額が単路、交差点ごとに算出されるということでございます。 

 最後でございますが、21 ページは先ほどの 18 ページの事故の発生件数を算出する式と、

前のページ、20 ページの１件当たりの損失額のデータを掛け合わせますと、このように

道路種別ごと、沿道状況別に事故の損失原単位が算出されるということでございます。 

 事故については以上でございます。 

 ということで、３つ、ちょっと長くなりましたが、原単位の改定の考え方でございます。 

【委員長】 どうもありがとうございました。 

 それでは、御意見、よろしくお願いいたします。 

【○○委員】 私はこの基礎的なデータをつくる勉強会に参加しておりますので、あんま

り言うと天に向かってつばをはくような感じなんですけれども、今単純に疑問に思ったこ

とがあるんですけれど、事故の減少があって、先ほどおっしゃったように一般的に交通事
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故は減っていると。それは警察の取り締まりとか、そういうものの変化があって減ってい

る部分もあって、ここでは取り締まりによって事故が減った部分の効果というのは除去さ

れているんでしたかというのが１つ目の質問です。あるいはそれとは関係なくこのデータ

は出てくるんだということなのか、そこの確認だけなんですけれども、それが１点目です。 

 それから、もう１つは、ちょっと細かい話になるんですけれど、これは前からちょっと

議論して、これは議論しておくことが重要だと思うんですけれども、さっきの車両の機会

費用のはかり方なんですけれども、１つはリース料からレンタカーにかえたということで、

乗用車は恐らく実態的にもそういうことでいいのかなと思うんですが、営業用もリースよ

りもレンタカーの方がいいのかどうかという、そういう問題、ちょっと細かい話ですが、

１つあります。 

 もう１つは、もうちょっと本質的な問題なんですけれど、これもいつも議論しているん

ですけれども、車両の機会費用の問題と、それから車両の費用の問題、走行原単位ですか、

その中に車両の償却費が入ってきている。この関係をどう説明するかということが若干問

題になろうかと思います。 

 この３点について。 

【委員長】 先にみんな発言をいただいて、それからまとめてやりましょう。 

【○○委員】 私も前の指針案にかかわっていたので、○○先生と同じ立場で、天に向か

ってつばをはくということで、重なる部分がありますが、３点申し上げたいと思います。 

 １個目の話は、原単位をつくるときに、利用者便益の話なんですが、先ほど業務、非業

務というお話はよくわかるんですが、センサスベースでやるときの平日、休日の話という

のはどう考えるのかということを後で御説明いただきたい。そういうことを考えるかどう

かという話です。 

 ２つ目はレンタカーの件なんですが、レンタカー料金というのは、レンタカー屋も利潤

目的でやっていますから、当然車がぼろくなってくる。減価償却費を見込んで価格に添加

しているはずですから、先ほどの○○先生の御質問も多分ダブルカウントになっていない

かという意味だと思います。そこをちょっと教えていただきたいということと、時間原単

位に戻りますが、フリンジベネフィットを足し込むという話があって、これは保険とか、

労働組合の保険料とかという意味で、賃金以外の部分があるという御説明だったと思うん

ですが、これは恐らく規模の経済が働いていて、例えばオフィスを借りるときに、２人働

こうが、３人働こうが、オフィスのスペースは一定で構わないわけです。だから、フリン

ジベネフィットは単純に足していいものなのかどうかというのはちょっと疑問なところが

あります。これが２点目です。 

 最後は人身事故の金額。先ほど改定案で約 3600 万円ぐらいというのは世界的な標準で

見るとかなり小さい額で、日本人の価値はないのかとよく国際会議などで嫌みを言われる

のですが、そもそも考え方の問題でして、御存じだと思うんですが、一般の統計学的な生

命の価値をやりますというのが世界的なスタンダードですから、数億円というのが一般的

な人身事故の価値として認められます。大体 4000 万円ぐらいというのは何を言っている

かというと、その人が亡くなったら、その先、もし仮に生きていたとしたら幾ら稼ぐだろ

うかということでありますから、よく考えると、これは何のリスクかというと、だんなさ

んが亡くなったときに、家族が生計を営めるかどうかというためのリスクだと考えるわけ

です。それは別に交通事故の確率と全然関係ないわけですから、できればこれは僕は統計

的生命の価値でオーダーが１けた多いのではないかなというのが直観です。そこら辺を踏

まえて、あえてこちらを使われている根拠をちょっと教えていただきたいと思います。 

 以上、３点です。 

【○○委員】 私の方は２点ありまして、１つは本質的なことかもわからないんですけれ
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ど、私も同じくこういうことに携わった人間が言うのは自殺行為ではあるのですが、皆さ

んと同じなんですが、例えば３ページにありました with－without の指標というところで、

ここではこういう狭いスペースで書かれるので前と後という書かれ方をしたんだと思うん

ですが、ただ、外に向かって説明するときに、ビフォー・アンド・アフターではないとい

うことを言うために、道路整備がなかったら起こったであろう状況というのをどうやって

推定しているのかというところははっきりしておかなければ説明にならないのではないか

なという気がいたしました。それが１点です。 

 あと１点は、これは私が単純に素朴に知りたいということだけなんですけれども、先ほ

ど時間価値の原単位では 11 年価格と 15 年価格で変動があったということで要因説明があ

ったのですが、例えば 13 ページの走行費用原単位のころはその説明がないんですね。そ

れほど大きな数字の変化がないので、それで省略されたのかもしれませんけれども、ちょ

っとその原因というものがわかれば知りたいなと思ったのが２点目でございます。 

 あと、○○先生が先ほどおっしゃった３点目の交通事故の件は、あのデータを作成した

委員会には実は私が入っておりまして、その点で今一生懸命思い出しているところなんで、

もしも後で気がつきましたらまた補足させていただきます。 

【委員長】 ありがとうございました。 

 それでは、私の方からも。 

 １つは、公開だということで、どういう資料にしておくかということはちょっと気にな

るんですが、何を言いたいかというと、もう随分昔ですが、旧運輸省のマニュアルをつく

ったときには、マニュアルと同時に計算を随分過去のものについてやっています。それは

公開していませんけれども。それともう１つ、公開してないのですが、将来こういうこと

が論理的に問題になるだろうとか、あるいはいろんな学者から見たらやっぱり変だという

話を別途レポートにして置いてあります。それも公開はしていませんけれども、置いてあ

ります。何でそういうことを僕がしたかというと、やっぱり実務でやる話と、がちがちし

た話はずれるんですが、当然のことながら決めることが極めて政治マターですから、だれ

がどういう格好でいろんな議論をしかけられるかわからないし、それはウエルカムだと。

それに対して事務局としてはちゃんと答えてほしい。そんな意図でそういうことをやりま

した。スタンスとして、ここでの話を最初アウトプットだけが出てきて、あとは議事録的

なものでいいのか、そこのアウトプットイメージを、きょうでなくても結構ですから、少

し事務局で御議論いただきたいというのが１点です。 

 ２点目は、いろんな原単位で、例えば事故率とかデフレ減少だとか、効率性がふえてき

たり、あるいは１台当たりの乗車人員とか、過去ずっと動いたりするものを現在値でやる

のか、毎年やっていくのか、そこの話をどうするかというスタンスも少しやっておいた方

がいいかなと思います。 

 ３番目は、１番目に申し上げたことと絡むのですが、資源価値で時間価値を決めるより、

行動価値で決めた方が一般的に学者は気持ちがいいんです。論理整合性があるから。しか

しながら、論理整合性があるけれども、極めて不安定であったり、横並びにしたときに、

それで比較していることが正しいかと、こういう話があって、ここに落ちつくわけですね。

そういう論理をちゃんと、簡単だからという話ではなくて、何か１例ですが、記述してお

く方がいいかなと。 

 あとは細かい話ですが、レンタカーの価格は少なくとも法人用と個人用で物すごい格差

がこの国はあります。外国と比べて日本のレンタカーは少し安くなりましたが、まだ高い

のは実はそこにあって、さっきの話のようなときにどうしたらいいのか。もしかしてレン

タカー会社の収益、ＰＬから持ってきているのならそれでいいかもわからないし、もし、

先ほどの議論があるいはそこから持ってくるのなら減価償却の話なんかは割合簡単に処理

 - 9 - 



 

ができるかもわからないので、その辺を、ただ車種別にＰＬがあるわけではないですから、

その辺を何かうまく工夫していただければと思います。 

 効率のために全部出してからとやりましたけれども、まとめてお答えいただけますでし

ょうか。 

【事務局】 それぞれの項目ごとにお話がありましたので、まず全般的なことで言います

と、○○先生がおっしゃいました with－without であって、ビフォア―・アフターではな

いというのはおっしゃるとおりで、そこはきちっと、誤解がないように、マニュアルとか

書くときにはそういうふうにさせていただきたいと思います。今回は原単位をもとにして、

次回は費用便益分析のマニュアルの改定案という形でお示しをさせていただきたいと思い

ますので、そのときにも考慮させていただきたいと思います。 

 それから、時間価値の中でレンタカーの車両機会費用の関係がありましたが、リースか

レンタルかとか、ダブルカウントになっていないかとか、法人向け、個人向けで違うので

はないかという……。 

【説明者】 御指摘についてでございますけれども、まずリース価格とレンタル価格があ

りまして、今回リース料金からレンタカー料金にかえているわけでございますけれども、

こちらの方、参考資料の５－６というちょっと厚い冊子がございますけれども、そちらの

８ページをご覧いただきたいと思います。 

 平成 11 年価格の場合、車両の機会費用を算出しますのに、ベースとしてリース価格を

用いているわけでございまして、こちらを用いることも考えられるわけでございますけれ

ども、リースの料金の方が比較的長期の賃貸借契約ということで主として企業が利用する

取引ということが前提になっているのに対しまして、レンタル価格の方はより短期の取引

価格ということでございまして、限界的なというか、そういった費用を算出するに当たっ

てどちらがいいということを考えた場合に、リース料金は通常長期間の契約ということで

ございますので、割引がきいているような例が多うございます。そういった観点から、よ

り短期の貸借契約というか、賃貸借でありますレンタルの方を今回は採用させていただい

たということでございます。 

 それから、車両の機会費用につきまして、償却費ですとか、そういったものがダブルカ

ウントになっているのではないかということでございましたけれども、こちらの方も同じ

く参考資料５－６のページ８、下の脚注の方、※３のところに一応説明を加えさせていた

だいておりますけれども、当然レンタル料金の中には通常車両の持ち主というか、そうい

った者が負担しています車両の償却費であるとか、整備費、こちらの方が含まれておりま

すので、これをそのまま加えますと、後で走行経費の部分で車両の整備費、償却費を考慮

してございますので、そちらとダブルカウントになるということで、このレンタル価格か

ら出した車両の機会費用から、後で走行経費の方で考慮します車両の整備費ですとか、償

却費、ダブルカウントになっている部分について平均的な走行速度を用いて価格を出しま

して、そちらの方を控除するという方法をとってございます。 

 それから、幾つかございましたが、平日・休日のお話がございましたけれども、今回の

原単位は平日の場合についての業務・非業務別の原単位でございます。今回マニュアルの

改定ということを考えているわけでございますけれども、従前のマニュアルでもこの原単

位は平日のものでございますけれども、休日について変動が大きいというふうに考えられ

る場合は別途考慮することができるというふうになってございましたので、これはマニュ

アルの改定についてどう考えていくかというところでございますけれども、そのような取

り扱いを考えられるのかなというふうに思っております。 

 それから、さきのレンタル価格についてでございますけれども、こちらはホームページ

の方から公表されている価格を車両の排気量別ですとか、積載量別に集約しまして、そち
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らの方から平均的な価格を算出しておりまして、恐らくは個人向けの貸し出し価格ではな

いかなというふうに思っております。 

 それから、走行経費の変動について理由が付されていない、分析が付されていないとい

うような御指摘もございましたけれども、こちらの方は、全体としての傾向は乗用車、バ

スで低下しておりまして、貨物車で増加しているというふうになっております。貨物車が

ふえてございますのは、燃料消費量の推計式、これは国土技術政策総合研究所の方でやっ

ている研究成果に基づくものですけれども、車両が少し大型化してきているということと、

今までの推計式に比べて少し貨物の積載量をふやして、それを前提に燃費の推計式を算出

しているというふうに聞いてございまして、その影響で若干燃料の消費量が多いというと

ころで若干単位が上がっている。乗用車、バスで下がっておりますのは、物価の下落です

とか、燃費の向上、その影響がきいているというところでございます。 

【委員長】 あと、事故減少の話、それから事故の単価ですね。 

【事務局】 事故の話ですけれど、その前に、先ほど行動価値の話がありましたので、こ

れも実は参考資料５－６の 12 ページから補足説明という形で書かせていただいておりま

す。12 ページに計測手法の考え方なり、理論的な背景を書きまして、13 ページに各計測

手法の特徴といたしまして、確かに特徴を書いてございますが、行動価値に基づく計測手

法の場合には交通需要予測モデルとの整合性を担保しやすいとか、属性による時間価値の

違いを表現しやすいとかということで、特徴、利点もあるわけでございますが、実務的に

なかなか難しいということでございます。 

 最初に申し上げましたように、行動価値に基づく計測の例も道路公団等で一部あるよう

でございますので、そういったものも比較のために整理をして、次回お示しできればとい

うふうに思っております。 

 それから、事故の関係、何で 3600 万、こんなに低いのかということとかについて……。 

【説明者】 事故、２点お尋ねがありましたが、１つは取り締まりの効果をどのように考

えているかということですけれども、取り締まり自体は、ちょっときょう数字を持ってき

ておりませんけれども、年間を通じて各年度でそんなに大きな変動がないということで、

取り締まりが強化されたとか、そういうことの影響というのは余りないのではないかと思

っているのですが、ただ、制度、例えば昨年、飲酒運転の罰則が非常に強化されたという

ようなことがあって、飲酒事故は大きく減っているんですけれども、そういう点について

はそれを除外して検討するということにはなっていないと考えております。 

 ただ、今比較しているデータにおいては余り大きな制度変更はなかったのではないかと

思っておりますが、そこをもう１度確認をさせていただきたいと考えております。 

 それから、人身損失が非常に低いのではないかという御指摘ですけれども、確かにアメ

リカとイギリスでは命の価値といいますか、心理的損失を経済的に換算をして、それを含

めるということをやっております。 

 交通事故に関する経済損失については内閣府で昨年検討されたんですけれども、そのこ

とは議論の対象になっておりまして、議論されておりますが、当時の議論として２つの観

点から議論がありました。 

 １つは、今のアメリカやイギリスがやっておりますような心理的損失額を苦痛を回避す

るための支払い意思額によって算定しようという、そういう方法ができるのではないかと

いう検討がなされましたが、何分我が国においてはまだそのベースとなるデータがないと

いうことで困難ではないかという御判断があったということ。 

 それから、２番目は、死者本人が生存していれば消費したであろう将来の生活費を生活

の喜びの費用ととらえ、この費用を心理的損失として算出しようということが検討されま

したが、これも、算定結果が非常に低いということで、どうも今の米国、英国の価値と余
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りに離れ過ぎているということで、これも使えないのではないかということが議論されま

して、結果的に、結論といたしましては、将来の検討課題にしたいということで一応昨年

は終わっているという状況になっております。 

 以上でございます。 

【委員長】 ありがとうございました。 

【○○委員】 １点だけ、ちょっと細かい話なのでここで議論すべきかどうかわからない

んですけれど、さっきのレンタカーとリースの話は、リースからレンタカーにかえたとい

うのは、さっきの御説明、資料５－６の８ページの注の説明だと、限界のところでこうな

っているから、今までだと、要するに平均でこのくらいだった。その価格を使っていまし

た。それを今度は、例えば１分短縮されるというのはどういうふうに効果を見るか、限界

のところで見るんだから、今までのリースよりもレンタカーを使うことで限界概念でそれ

を評価できるじゃないかと、こういう発想だと思うんですね。 

 それも１つあるんですけれど、例えば時間価値ですね。人の方の時間価値は単位時間当

たり労働費用と見ているのは平均概念なんですね。だから混在しちゃうんです。営業の場

合は特にですけれども、平均概念で見ないと、限界のところでこうあったけれども、それ

をはかるとき平均ではかるんだとやらないと説明がつかないなという気がしています。そ

れが１点目です。 

 それから、さっきの車両の機会費用と走行経費の償却費の関係は、そういえば思い出し

たというと、申しわけない。ただ、ここに書いておかないと、この表が出ていくと、必ず

私のような疑問は出る。こういうことだと思います。 

【委員長】 ありがとうございました。 

【○○委員】 ２点あるんですが、１点目は○○先生の御発言と絡むんですが、先ほどの

リースかレンタルかという話ですが、この説明だと、やはり僕はレンタルの方が好ましい

んじゃないかなという気がします。長期で平均で見るべきだと思います。 

【○○委員】長期で平均で見る……。 

【○○委員】 短期で見なければいけない。済みません。 

 もう１点は、死傷者が少ないという発言でいろいろ御苦労されていることはよくわかる

んですが、これは別に交通事故で死ななくても、何か隕石が落ちてきて死んでも同じ額に

なるわけです、基本的に。死ぬことに対するあれですから。僕の気にしているのは、この

会議のマターなんですが、道路整備の事故は例えば 3600 万を使うと決めればそれで済む

んですが、実はこの数字はほかの公共事業の、例えばリスク防災対策でも結構、例えば道

路ではこういう値を使っているという議論になる可能性がするんですね。こういう小さい

値を使うと、ほかの防災対策をやるときに、防災事業ができなくなる可能性が極めて高い

気がするんです。ですから、要するに何を言いたいかというと、ほかの事業に極めて影響

するんで、もっと慎重に扱わないと、これは危険かなという気がいたします。枠を超えた

議論になるかもしれませんが、コメントです。 

【事務局】 内部でも死亡事故がうまくないというのは前から議論になっていて、課題に

なっているのですが、先ほどの説明でなかなかいい数字がないということでございまして、

今回はそういう意味ではデータを更新しただけなんですけれども、ぜひそこも引き続き今

後の課題ということで、この委員会を通じて何か御議論いただいて、いい方法が提案でき

れば、その都度マニュアルの改定に取り組んで、取り込んでいきたいとは思っております。

ぜひお知恵をよろしくお願いいたします。 

【委員長】 事故と環境の価値がもう少し低いですね。 

【○○委員】 そうですね。 

【委員長】 バランス欠いていますね。明らかに。 
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【○○委員】 今の事故の件で、内閣府生活統括官の平成 10 年、これはたしかその前の

９年のものを改定したものなんですけれども、これに参加していたとき、おぼろげながら、

大分前で思い出しつつなんですが、非常に低いというお話しだったのですが、これでもま

だ高くなった方だということなんです。その以前はもっと低かった。だからいいんだとい

うことではないのですが、そのとき、議論になったのは、私もその会議で申し上げたんで

すけれども、交通事故の死亡による精神的な苦痛とか悲嘆とか悲しみという額をどう算定

するかというのはかなり振れてくる要因であって、そのときに、私が疑問を呈したのは、

確かにほかの国においてはそういうものは割合高く評価されているんですけれども、余り

よくその内容がわからないところがあって、私がそのときお話ししたのは、要するに交通

事故で死んだって、インフルエンザで死んだって悲しいものは悲しい。ただ、死に方が違

う。何か生臭い話ですが、死に方が違うだけであると。交通事故によって突然死んでしま

った。長患いをして死んだときと違うであろうと。そういうところの差だけをとるならば

わかるんですが、死んだことについて悲しいことだったら、死因が違うだけであって、余

り関係ないのではないか。そういう議論を本当に欧米の場合やっているんだろうかという

のが疑問に１つあって、そこをはっきり示さない限りはうかつには使えないのではないか

という話もして、そういうような議論があって、余りそれを盛り込まなかったという経緯

があったんだろうという気がするんですね。 

 だから、それこそまさに非常にあいまいもことしてわからないところで、確かにほかの

国に比べればはるかに低いですから、これが正しいことは多分ないだろうと思うので、そ

こはもう少し検討が必要だとは考えております。 

【委員長】 まだたくさん議題があるのですが、どうしましょうかね。 

 事故の話はそういうことがあるということでとどめざるを得ないかなと思いますね。 

 それから、平均費用と限界費用の話はどうしましょうか。 

【○○委員】 ゆっくり考えた方がいいかもわからないですね。○○さんが言っているの

は正論だと思うんだけれど、ただ、１人当たりの時間価値、こうやって平均で出しちゃっ

ているでしょう。それをどうするんだという問題ですが……。 

【○○委員】 ほかの単位との並び、考え方の統一性というか……。 

【○○委員】 そうそう。 

【○○委員】 それはあるかもしれないですね。別のときに時間をかけて……。 

【○○委員】 そうですね。 

【委員長】 では、そこは課題として残したいと思います。 

 それでは、よろしければ次にいってよろしいでしょうか。 

 

（３）客観的評価指標（案）の改定方針案について 

 

【委員長】 次、お願いします。 

【事務局】 それでは、次の議題でございますが、資料６と、それからここも参考資料を

用意させていただいております。参考資料はクリップどめになっているかと思いますが、

ちょっと外していただいて、参考資料６－１、６－２、６－３、６－４とございます。 

 まず資料６、パワーポイント風のもので簡単に説明させていただきたいと思います。 

 まず１ページ。評価システム。御存じのとおり、新規の採択時評価のみならず、事業途

中段階での再評価、それから事業完了後の事後評価でそれぞれ用いております。 

 それから、次のページでございますが、２ページ。現在の客観的な評価指標がどういう

ものかということでございます。参考資料の６－１と並べて見ていただければと思います

が、事業採択の前提条件といたしまして、Ｂ／Ｃが 1.5 以上あるとか、必要な調査が完了

 - 13 - 



 

しているとか、都市計画とか、環境アセスメントなどのいろんな事業執行環境が整ってい

るとか、そういうことを大前提といたしまして、事業の効果や必要性を評価するための指

標といたしまして、参考資料６－１にありますように、いわばチェックリストみたいな形

で、どういう項目に該当しているのかということを道路の種類別にこのような客観的指標

に基づいてこれまで新規採択の評価を行ってきたものでございます。 

 これを、次のページ、資料６の３ページ目でございますが、改定方針案の骨子とござい

ます。 

 ３つございまして、まず１番目でございますが、15 年度以降、新しい五箇年計画なり、

社会資本整備重点化計画の道路整備の方針に基づく政策目標が少し変わりましたので、そ

れで再整理をさせていただきたいということで、資料６の別紙－１で、資料があちこち飛

んで恐縮ですが、Ａ３の縦長の表がございます。左側が現行の客観的評価指標で、前の五

箇年計画のときの政策目標ごとに並べております。今回右側でございますが、指標は一緒

でございまして、項目立てを新しい五箇年計画の政策目標別に並べ直しただけでございま

す。こういう整理をまず第１段階でやりましたということでございます。 

 それから、②といたしまして、行政評価法の観点に基づく評価項目の設定ということで、

行政評価法の中で評価する観点として、必要性と有効性と効率性、この３つの観点から評

価をしなさいというふうになっております。 

 先ほどの別紙の１ですね。Ａ３の縦長のものを見ていただきますと、どちらかというと、

この指標は必要性をチェックする項目が多くて、有効性とか効率性をチェックする項目は

比較的少ないのではないか。例えば活力の中に円滑なモビリティの確保とございますが、

例えば円滑なモビリティの確保の中を見ますと、並行区間とか、現道の混雑度が２以上あ

るとか、旅行速度が 20 キロ未満の箇所があるとかということで、必要性のチェックには

なっているかもしれませんけれども、本当に新しく事業をやろうとしているところが有効

なのかどうかという有効性のチェックの指標ではないのではないかというようなことでご

ざいます。 

 そのほかにも、例えば個性ある都市・地域の形成のところは、例えば住宅宅地開発への

連絡道路がないとか、公共公益施設へ直結する道路がないとか、とにかく道路がないんだ

というようなこととか、それから安全のところでも、事故率が非常に高い区間があるとか、

災害によって孤立化する集落が存在するとか、環境のところを見ましても、夜間の要請限

度を超過している箇所が現道にあるとか、そういう必要性をあらわす項目が多いのではな

いかということでございます。 

 したがいまして、今回の見直しの観点でございますが、有効性の観点の指標を入れ込ん

でいきたいということと、それはとりもなおさずアウトカム指標みたいな成果を重視する

ような考え方でございますので、アウトカム指標の考え方を大幅に取り入れていきたいと

いうことでございます。 

 それともう１つは、道路関係四公団の民営化推進委員会で中村先生が出しました「建設

中路線の取扱判断基準」、その中でもいろんな定量化の指標が提案されておりますので、

こういったものも参考にして、少し有効性の指標を充実させていただきたいということで

ございます。 

 それを取りまとめたものが別紙－３ということで、これもＡ３の横長になってございま

す。一番左側に現行の客観的な評価指標を先ほどの並べ直した項目で並べてございます。

１枚目、２枚目、合わせて全体になっております。その次の欄に関連のアウトカム指標と

いうのがございます。これも資料が飛んで恐縮ですが、参考資料６－３をご覧いただけれ

ばと思いますが、参考資料６－３に新しい五箇年計画をつくるに際しまして道路行政で基

本となる 18 のアウトカム指標を作成いたしまして、これらのアウトカム指標の向上に役
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立つような道路行政をやっていこうということで、活力、暮らし、安全、環境、その他と

いうようなことのもとに平成 14 年度現況時と、５年後の目標値、こういう形で決めてお

ります。したがいまして、こういう成果のアウトカム指標を高めるというか、アウトカム

指標の上昇に貢献し得るような事業に重点的に投資をしていこうということを考えており

ます。これがアウトカム指標でございます。 

 それから、別紙－３に戻りまして、右側に「建設中路線の取扱判断基準」、これは民営

化委員会で中村先生が出された指標でございますが、これが参考資料６－４、ちょっと分

厚い資料になっております。この参考資料６－４、ちょっとめくっていただきますと、ペ

ージがちょっとわかりにくいところに、真ん中の下にあるんですが、例えば２ページを見

ていただきますと、評価については３つの大項目ということで、事業効率、これはＢ／Ｃ

の話でございます。それから、②として、採算性。それから、３つ目として、その他外部

効果ということで、この外部効果につきまして、９つの具体的な指標を提案いただいてい

るわけでございます。４ページなり、５ページから具体的な指標、計算式も載っておりま

すが、４ページを見ていただきますと、一番左上にありますように、「「その他外部効果」

の定量化手法（イメージ）」ということでございまして、例えばこんなことが考えられる

のではないかということで、具体的な検証も十分されていないということでございますの

で、この辺も参考にしてどういうふうに具体化していくかということでございます。 

 これを全部一覧表に並べたのが別紙の３でございまして、別紙の３を眺めていただきま

すと、例えば活力というところで、円滑なモビリティの確保という政策目標がございます

が、従来の客観的指標でいきますと、混雑度が１以上だとか、２以上だとか、旅行速度が

低い箇所があるとか、踏切で遮断時間が非常に長い踏切があるとかということでございま

して、これは基本的にはアウトカム指標で渋滞損失額とか渋滞損失時間、ボトルネック踏

切の改良箇所数とかいうものがございますので、一番右側に改定案の概要がございますが、

アウトカム指標で代表できるようなものはアウトカム指標に今回置きかえてはどうかとい

うような考え方でございます。 

 例えば都市の再生につきましても、三大都市圏の環状道路でありますとか、都市計画道

路がきちっと整備された市街地に居住する人口の比率でありますとか、そういったものを

加味したようなアウトカム指標を中心にしたような評価指標に替えていってはどうか。 

 それから、例えば個性ある都市・地域の形成のところはなかなかアウトカム指標で置き

かえられないところは、例えば現行の指標を引き続き採用するとか、公共交通の利用の促

進に資するというのはアウトカム指標がありませんで、これは中村先生の判断基準の中で、

例えばバスの利便性が高まるというものがございますので、バスを考慮したような評価指

標というものを入れてはどうかとか、こういった形で全体を見て、どれが一番有効性とか、

効率性とか、必要性からすると、どういう指標が一番いいんだろうかということで、全く

のたたき台でこういう形で整理をさせていただいたものでございます。 

 次のページもちょっと見ていただきますと、例えば暮らしのところですと、暮らしの関

係では、アウトカム指標でバリアフリー化率とか、無電柱化率が出ていますので、それを

中心にした指標にしてはどうかとか、安全のところも交通事故死者数とか死傷事故率。環

境のところは、アウトカム指標でＣＯ２の排出削減量、ＮＯｘとかＳＰＭの環境目標達成

率、夜間騒音要請限度の達成率、こういったものがアウトカム指標になっていますので、

それを指標にした形で新規事業の採択のときに評価してはどうかというようなことでござ

います。 

【委員長】 どうもありがとうございました。 

 客観的評価指標の改定方針案についての御提案です。 

 それでは、また御意見をお願いいたします。 
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【○○委員】 前の議論はＢ／Ｃの話で、あれは効率性だけの話ですから、それ以外のこ

とを考えようという趣旨はわかります。費用便益屋としては相入れない部分ありますけれ

ども、それだけではなくて、公平性とかいろいろ入れようという意味ではこういうやり方

もあると思うんですが、そこで質問がありまして、何かというと、まず項目を拾い上げる

ことがミッションとして１つあると思うんですが、いろいろ例えば 100 個ぐらい出てきた

と。アウトカム指標として出てきたときに、それをどう合計するかという手法もここでの

ミッションとして考えてよろしいんでしょうか。２段階あると考えてよろしいわけですね。 

【事務局】 ええ、きょうは客観的評価指標ですが、その次の段階として試行させていた

だきたいと思っていますが、これを総合化するようなことがきょうはちょっと間に合って

いませんが、次回以降また御議論いただければと思っております。 

【○○委員】 ついでで恐縮ですが、もう１つだけなんですが、実際、恐らく何か提案が

できて、形になったときに、計算されるのは、担当の行政の方が使われるときに、恐らく

情報公開がありますから、なぜこういう順位がついたということを多分ホームページを通

じて一般市民に公開することになるときに、項目、細かいのをずっと見ていくと、いかに

も専門家しかわからないような項目があるわけですね。小項目になりますと。大項目です

と、一般市民も理解できる項目になっていると思うんですが、そこら辺で専門家だけがわ

かる項目に絞るべきなのか、もっと公開という前提のもとでわかりやすい項目にすべきな

のかという方向性はどのようにお考えなんでしょうか。 

【事務局】 基本的に評価のバックデータは公開していくという考え方でございますので、

そういう意味で、おっしゃいますように、アウトカム指標もできれば、でるだけ国民の皆

さんにわかりやすくということでアウトカム指標をつくっているんですが、逆にアウトカ

ム指標をつくることによってわかりにくくなっている部分もひょっとしたらあるかもしれ

ない。何でもかんでも数字で出すのがわかりやすいかというと、そうでもない部分があり

まして、これは逆に現行の客観的評価基準みたいな形で単に該当する、該当しない、１、

ゼロの世界の方がわかりやすいところもあると思うんですけれども、それは組み合わせを

してやっていきたいと思いますし、例えば道路種別によっても広域的な道路であればきち

っとアウトカム指標で評価すべきだけれども、個別の街路とか市町村道とか、点的な事業

まで本当にアウトカム指標で評価するのがいいのかどうかという議論もありますので、道

路種別によっても変わり得るものなのかなとは思っています。 

【○○委員】 わかりました。 

【○○委員】 拝見していて、これは質問ということでも何でもないんですけれども、感

じたところだけ申し上げさせていただきますと、行政評価法というのがこれは決まっちゃ

っているものでしようがないんですけれども、私、ここで必要性、有効性、効率性という

のがパワーポイントの３ページにありますけれども、これに基づき設定すると。大体経済

学をやっている人間だとこういうのをうるさく言っちゃうものですから、恐縮なんですけ

れど、必要性の高いものは通常便益も高いわけですね。そうなると、効率性にかかわって

くることで、ここを何かはっきり切り分けてどうこうというのは、もともと理論的には無

理な話で、とは言うもののこれに基づいてやらなければいけない話ですので、いかにそこ

が二重にならないかというところを気をつけて今後やっていくというのが方針の１つなの

かなという気がいたしますね。ですから、必要性と効率性があんまりダブらないようにす

る工夫というものを考えていく必要が今後あるのではないかということが１つあると思い

ます。 

 あとは、先ほど中村先生が御提示くださっているものなんかを見ますと、やはり外部効

果というところも同じく理論的にはうるさく言うと問題があるところで、こういうところ

も同じようにいかにダブらないで、なおかつ説得力があるようにやるかというところがや
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はり項目の設定、先ほど○○さんがおっしゃったようなことで、もっと延長させて考える

ということだと思うので、そこのあたりの項目等ももう少し精査するということが非常に

重要なそれこそミッションではないかというふうに考えております。 

【委員長】 ありがとうございました。 

【○○委員】 まず１点目は、今○○さんがおっしゃったこととほぼ同じなんですけれど

も、必要性と効率性、有効性といいますか、あるいは効率性というか、その間でいろいろ

ダブルでカウントしちゃうのが必ず出てくるというのがありまして、実際、私は道路につ

いては細かくやっていないのですが、別の事業で総合評価をやると、必ずこう出てくると

いう問題がございまして、その辺をきちっと見なければいけないなというのが意見として

あります。それが第１点目です。 

 ２点目は、質問してからになるんですけれども、資料６の別紙－１の、済みません、さ

っきの説明をちゃんと把握していないので、２回説明をしていただくことになってしまう

かもしれなくて恐縮なんですけれども、資料６の別紙－１で挙がっていますけれども、現

行があって、再整理があって、一番下の方に財政力の問題がありますね。「財政力・技術

力の低い市町村の支援」というのがあって、それと後の方で御説明になった資料６の別紙

－３のアウトカム指標を入れた場合には云々というこの表の間で、財政力の問題の扱いは

どうなるんですか。 

【事務局】 ちょっと説明を省略して申しわけございませんでした。 

 財政力とか技術力の低い市町村の支援というのは、これはまさしく市町村道とかそうい

ったところだけに使っている指標でございまして、国道とか県道では使っていない指標で

ございます。これは一応すべての道路種別ごとに使っているものを全部網羅的に拾い出し

たのでこうなっていますが、特殊といったらあれですけれど、そういう限られた事業に使

われているもので、ここでの議論からは除外して考えもいいのかなと。 

【○○委員】 なるほど、わかりました。要するにこれが入ってくるといろいろ議論があ

るなということだったんですけれども、特殊なことであるというのであれば、それはそれ

でいいと思います。 

 それが２点目だったんですけれども、３点目は、これはここで議論するよりもまた別の

ところで議論といいますか、総合指標をつくるときに、Ｂ／Ｃの 1.5 以上がいいかとか、

１以上がいいかとかという、そういう絶対値で比較するのがいいかどうかという疑問が出

てきた意見がありまして、これを言うと、根本からこの評価システムが覆っちゃうので、

それがもし正しいとすれば、絶対値として１以上ないしはある数字以上がこれは効率的な

んだという議論をすることは正しくないという意見がありまして、その意見がもし正しい

とすると、全部覆っちゃうので、ここでは余り議論する必要はないと思うんですが、そう

いう意見もあるということをちょっと含んでいただきたいということです。 

 私もそこでちょっと議論して、後でいろいろ考えてみたんですけれど、もしかしたらそ

ういうこともできるかもしれない。もしそうだとすると、そういう批判に対してこれはど

う答えていくかのかという答案を用意しておかなくてはいけないと思うんです。またそれ

については別のところで議論しますけれど、そういう意見もあるということです。 

【委員長】 先ほどからたびたび道路種別については別々だととれるようなお話があるん

ですが、そこはクリアにしておいた方がいいと思うんですね。 

 片やダブルカウントしないかとか、大項目の代表指標としてこれがいいかという、こう

いう思考が片やにあって、片や、むしろ実務の方はそれをやったらどういう路線が不利に

なり、どういうプロジェクトが有利になるという、そこの感度からのチェックと両方重な

ってマニュアルができるべきものなんですが、積み上げの方だけの議論がここには出てい

るんですね。これは多分１回やってみて、計算してみるんですかね。仮に同じ高速道路だ
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けやるとしても、この項目でやると、こういう路線は有利だし、こういう路線は不利だと、

こういう癖が多分きっと出てくるんですね。その癖を何かはっきりしとかないでルールを

つくるようなのは、僕が言うことではないかもわかりませんが、ややバランスを欠くので

はないか。これが１つですね。 

 それから、同じことで、少なくとも計画プロセスから言うと、ネットワーク計画があっ

て、個別路線がある。それから、全国のネットワークと、あるエリアのネットワーク計画

があって、その計画の決めていくプロセスと、実際に着手するかしないかというのは当然

作業精度が違っているわけで、計画のプロセス上から言うと、だんだんコンセプトの段階

から詰めていくわけです。そういうネットワークのときに使う費用対効果の話と、個別路

線のときに使うのは同じなのか、違うのか、精度が、例えば予測の精度だとか、エスティ

メーションの精度とかが違うときも全く同じようにやるというふうに覚悟しちゃうのか、

そんなことも前段に申し上げたのと同じようにやや気になるところで、ただ、これは論理

的に絶対これが正しいと答えが出る話ではないので、さっきの○○先生の話と同じで、

我々としてはこういうことで、こういう方針でいこうと。そのときの論拠は我々はこう考

えたからだと。そこをクリアにしておくということと、それからあとは実際に何らか使う

対象についてティピカルなもので計算してみて、最後にチェックしておく。何かこんなプ

ロセスなのかと思いました。もし違う意見があれば……。 

【○○委員】 違うということではないんですが、やっぱり先ほど○○先生がおっしゃっ

たところで、今のお話を○○先生の方のＢ／Ｃの 1.5 という数字があったんですけれど、

そこのところなんかは、恐らく予算の額によって、それがだんだん今度タイトになってく

れば上がってくるんですよね。1.6 とか 1.7 とか上がってくるのかもしれないんですけれ

ども、それと同時に、この数字だけで切ってしまうことの危険性というのはプロジェクト

の絶対的な額の大きさが全然反映されていないというところがあって、例えば 1.8 とか

1.7 は割と小規模で、1.6、極端な話で、ほとんど道路予算を食っちゃうような、そうい

うようなプロジェクトがあって、あらかた予算を食ってしまった、そのあと、その下の

1.5 あたりのちっちゃいのがいっぱいあったというときには、ひょっとしたら 1.6 はやめ

て、1.5 の方をたくさんやった方がトータルとしてはいいこともあり得るかもしれないわ

けですね。そういうような危険性、数字１個で切ってしまうことの危なさというのがある

ものですから、そういうところまで議論するべきどうかまだわからないんですけれども、

そういうトータルでの話、先ほど○○先生がおっしゃったネットワークで考えたら違って

くるかもわからないとかということがあるので、そういうところの指標の見直しというと

ころも今後は必要じゃないかというように思っております。 

【事務局】 いろいろ御意見いただきましたが、例えば総合評価ということで次回以降御

議論いただくんですが、このときに、例えばさっきダブルカウントの話がありましたけれ

ども、各指標をできるだけ独立なものということで、重複する指標を排除するということ

で、例えば総合化しよう思うと、例えば費用便益比、これは落とせませんので、このＢの

中に渋滞損失とか、交通事故の減少が既にカウントされているというふうに考えれば、渋

滞損失の活力の一番上の項目をＢでカウントしているから、総合評価のときには削除しち

ゃうというようなこととか、そういった加工をした上で、それぞれの項目の点数をつけて、

さらに重みづけをして総合化していくイメージなのかなということで、全くの考え方だけ

でございます。 

 高速道路のいわゆる中村基準の具体化ということで、こういった総合評価の試行の案が

できましたら、それのケーススタディとして委員長からもありましたが、少し実際に計算

してみないと感度とか、どんな様子なのかよくわからないということでございますので、

高速道路を対象にケーススタディというのを少しやってみるのかなというふうに思ってお
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ります。 

 ただ、この場合は民営化委員会で議論されたのは、新規事業採択ではなくて、建設中の

高速道路を評価してみるということなので、新規じゃないということでまた少し変えてい

かなくちゃいかん項目があるのかなと思っておりますが、そういったものを次回もう少し

整理したもので御説明をして、御意見をいただければというふうに思っております。 

【委員長】 さっきの客観基準がどうかという話は、それはまたどこかで議論しましょう。 

 そのほかのことで何か。必ずしも全部についての回答がないのですが、いかがですか、

追加して。 

【○○委員】 １つだけ、○○先生がおっしゃられたどの段階で使うかというのはクリテ

ィカルだと思うんです。当然客観指標の中にＢ／Ｃの項目が入っていますから、というこ

とは、少なくともこの段階でＢ／Ｃは計算しているわけですね。ところが、いろいろ項目

を客観資料として入れていったときに、例えば３時間のカバー人口とか入れ出すと、それ

だけでネットワークシミュレーションとかの作業が発生するわけです。そのために膨大な

調査をするのも非効率のような気もしますから、そこら辺で、あえて１、ゼロで入れろと

いうんだったら、ぱっぱっぱと担当者ができるかもしれない。細かい指標まで入れ込み出

すと膨大なことになるような気がするんです。そこら辺のバランスは重要なような気がす

るんです。 

【事務局】 先ほどの客観的評価指標のときもちょっとありましたが、本当にあの指標を

新規事業ごとに全部計算するというのは結構大変なことでして、その辺は実務的な能力と

書き方を含めてやろうと思っていますし、確かに県とか市町村が実際に評価しようとした

ときに、本当に実務的にできるかどうかという問題もあろうかと思います。 

【委員長】 一応御議論はそんなところのようですが、若干宿題が残ってはいますが、基

本的にはこういう方針でやっていきましょうということではないかと思います。 

 そのほか全体を通して何か……。 

お役所の方もどうぞ御遠慮なく……。 

 かなりおしりが詰まっている話なので、どんどん決心していかなければいけないですね。 

 ○○先生、きょうお休みですが、○○先生にはどういうふうにしますか。 

【事務局】 ２月７日にお伺いして御意見をいただくということにいたしております。 

【委員長】 それでは、少し早いのですが、よろしいですか。 

 ほかに何か事務局の方でこの点議論しておけというようなことございますでしょうか。 

 

６．そ  の  他 

 

【委員長】 では、次回の日程ですね。 

【事務局】 次回の日程でございますが、先生方のところに簡単なスケジュール表を配ら

せていただいていまして、それでもって次回はできましたら２月の中旬、２月の 12 日か

ら 21 日ぐらいまでを中心に都合を確認させていただいて、調整をしたいと思います。ス

ケジュー表に記入していただいて事務局に出していただければ調整をさせていただきたい

と思います。 

【委員長】 今、○○先生がわからないんだ。２月の中旬というのは国立大学は一番タイ

トなところなんですよ。卒論とか……。あけばいいんですがね。 

【事務局】 下旬の方がよろしいですか。 

【委員長】 というより、これで決めていただいて、早く決めた方が……。入学試験とか、

卒論だの、修論だのいろんなのがありますので。 

 ○○先生がまだないわけですね。 
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 では、きょうでもすぐ○○先生に確認していただいて……。 

 では、少なくとも 27 日、朝から３時半まであけておいていただいて……。 

 それでは、そういうことで、きょうの結果で午後にでも○○先生がつかまれば確認をし

ていただいて次回をセットしていただきます。 

 

７．閉    会 

 

【委員長】 では、これで終わってよろしいですか。 

【事務局】 では、これで終わらせていただきます。長時間熱心な御審議、どうもありが

とうございました。 

                                                           ――  了  ―― 


